
（ フ リ ガ ナ ）

令和 　　年　　月　　日

書類調査 戸籍記載 記載調査 調 査 票 附　　票 住 民 票 通　　知
（宛て先）

電話 夫  　（　　　）

　　 妻  　（　　　）
※日中連絡がとれる電話番号を記入してください。

昭和 西暦
平成

昭和 西暦
平成

令和
令和

令和
令和
令和

昭和 西暦
平成
令和

昭和 西暦
平成
令和

昭和 西暦
平成

昭和 西暦
平成

S H R

S H R

R

個 免 旅

個 免 旅

個 免 旅

届 出 人 署 名

養父

養母

養父

養母養　子 養　女

父母及び養父母
の　氏　名
父母との続き柄
右記の養父母以外
にも養父母がいる
場合にはその他の
欄に書いてください

（※押印は任意）

（※押印は任意）

※証人は成年の方
が、それぞれ署名
してください。

※押印する場合は、
同姓でも別々の
印鑑を押してく
ださい。

押印する場合は、各自別々の印を押してください。

詳しくは、各市区町村の窓口において配布している「子どもの養育に関する合意書作成の手続きとＱ＆Ａ」をご覧ください。面会
交流や養育費のほか、財産分与、年金分割等、離婚をするときに考えておくべきことをまとめた情報を法務省ホームページ内にも
掲載しています。

取決め方法：（□公正証書　□それ以外）

日本司法支援センター（法テラス）では、面会交流の取決めや養育費の分担など離婚をめぐる問題について、相談窓口等の情報を無料で
提供しています。無料法律相談や弁護士費用等の立替えをご利用いただける場合もありますので、お問い合わせください。　
【法テラス・サポートダイヤル】0570-078374　【公式ホームページ】https://www.houterasu.or.jp

このチェック欄についての法務省の解説動画

父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
この場合には、子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。

法務省作成のパンフレット法務省　離婚

住所地確認済
本籍地確認済
新本籍は街区符号

フリガナ

外国人のうち、次の地域の法を本国法とする人は、

国籍に代えて地域を記載することができます。

１　台湾

２　パレスチナ（ヨルダン川西岸地区及びガザ地区）


